
1 

 

 

令和３年(2021年)８月２日 

 

「北海道総合計画【2021改訂版】」(素案)について、道民意見提出手続により、道民の

皆様からご意見を募集したところ、３人、２団体から、延べ２１件のご意見が寄せられま

した。 

ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。 

 

表題・副題 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

副題「輝きつづける北海道」は、地理的北海道のイメージ

が強い。道民があずましく暮す大地、などに再検討すべき

である。 

 

 北海道の「めざす姿」である「輝きつづける北海道」は、概

ね四半世紀を見据え、「北海道の将来」を展望し、設定して

おり、「世界に誇れる北海道の魅力を磨き、育て、様々な強

みを活かし、人口減少・高齢化の急速な進行といった『地

域の存亡に関わる危機』を乗り越え、将来にわたって安全

で安心して心豊かに住み続けることができる活力ある地域

社会の形成」をめざすこととしております。 

 新型コロナウイルスの感染拡大や脱炭素化に向けた動

きなど、社会経済状況に変化が生じておりますが、この「め

ざす姿」については、引き続き目標とすべきものと考えてお

り、今回の見直しでは、変更しないこととしております。 

 なお、御意見の趣旨については、上記のとおり「めざす

姿」に含まれているものと考えております。 

 

 Ｂ 

 
 
第１章 総合計画の考え方 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

＜持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた施策の推進＞ 

 

ＳＤＧｓに頼りかかりすぎ。持続的可能な開発目標は、国

連で定めたものであり、住民主体の地域計画がそれに依

存するのが妥当とはいえず、再検討すべき。 

 国が策定した「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略

（2020 改訂版）」においては、横断的な目標のひとつに「地

方創生ＳＤＧｓの実現などの持続可能なまちづくり」が掲げ

られており、地方公共団体におけるＳＤＧｓ達成に向けた取

組は、地方創生の実現に資するものとされております。 

 道では、国の考え方も踏まえながら、経済・社会・環境を

めぐる広範な課題に取り組む SDGｓは、道民の皆様をはじ

め、自治体や企業、団体・ＮＰＯなど多様な主体の理解と参

画が広がり、幅広い分野と地域で様々な取組が展開され

ることが重要と考えており、北海道全体でＳＤＧｓの推進を

図ることとしています。 

 このことから、今回の総合計画の見直しにおいても、SDG

ｓに関連する記述等を追加しております。 

御意見については、今後の参考とさせていただきます。 

 

 Ｃ 

 

 

 

「北海道総合計画【2021改訂版】」(素案)についての意見募集結果 

参考資料 ５ 
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第２章 北海道の「めざす姿」  

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

北海道の将来展望 

 

最大の問題は、人口の減少加速、出生数出生率の低

下、結婚して温かい家族をつくることに失望と無策であるこ

とだ。東京など全国最低水準の出生率の分析と回復策へ

の意欲、気概が感じられない。例えば、保育料の無料化、

高卒まで子ども医療費助成拡大、学校給食無料化など、迫

力ある子ども支援策確立が謳われること。 

御意見の趣旨である「子ども支援策」については、道とし

ても重要と考えております。 

このことから、現行計画の第４章の「１ 生活・安心」の

「（１）安心して子どもを生み育てることができる環境づくり

の推進」において、「子ども支援策」関連の取組について、

記載させていただいております。 

 

 Ｂ 

地球環境問題の深刻化と資源・エネルギー事情の変化 

 

近年の世界各地で異常気象による災害は、「温暖化」が

原因ではなく、事故を起こした『福島第一原発』等から放出

され続けている放射性トリチウムが原因である。 

 

◎「CO2ゼロ」は中国の超限戦 

◎脱炭素は国民経済を破壊する 

◎気候危機はリベラルのプロパガンダ 

◎危機を煽る NHKと環境白書 

 

米国の共和党支持者は温暖化危機説がフェイクであるこ

とをよく知っている。議会でもメディアでも観測データに基

づいた合理的な議論がなされている。 

しかし日本はそうなっていない。のみならず強固な利権

がそこかしこにできてしまった。省庁は各々の温暖化対策

予算と権限を持っている。その補助金に群がる企業があ

る。研究者は政府予算を使って温暖化で災厄が起きるとい

う「成果」を発表する。メディアはそれをホラー話に仕立て

て儲ける。この帰結として日本の国力は危険なまでに損な

われつつある。 

 

南沙人工島はパリ協定の代償/北京の指令で英国は大

停電を起こす/送電網・配電網に接続される中国製品/

「CO2ゼロ」コストは国家予算に匹敵 

 

自治体「CO2ゼロ宣言」と補助金/太陽光発電は高くつく/

地球温暖化で人類は困らない/ 

 

気温上昇予測は結果を見ながらパラメーターをいじって

いる/NHKのプロパガンダ/ 

 

「気候危機」を煽る環境白書/ 

 

防災白書も誇大報告/脱炭素は新興宗教/ 

 

検閲された温暖化「懐疑論」/ソーシャルメディアの検閲 

この度の総合計画の見直しにおいては、2050 年までに

温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを目指し、多様

な主体の協働による社会システムの脱炭素化や、本道に

豊富に賦存する再生可能エネルギーの最大限の活用、森

林等の二酸化炭素吸収源の確保などに取り組んでいくこと

としています。 

 

 D 
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第４章 政策展開の基本方向 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

■人と自然・生き物が共生する社会づくり 

 

キムンカムイ（山の神）と呼ばれるヒグマとの共存計画が

欠落している。エゾシカ、トド、アライグマはあるが、ヒグマ

のことはゼロなのはなぜか。 

この度の総合計画の見直しにおいては、生態系への影

響や農林水産業などの被害を及ぼしている野生鳥獣の適

正管理と、外来生物であるアライグマなどの防除を区分す

る形で文言を整理したところです。 

ヒグマについても、本文中の「野生鳥獣」に含まれるもの

でありますが、御意見を踏まえ、「エゾシカ、ヒグマ、トドな

どの野生鳥獣」と「ヒグマ」を追記します。 

 

 Ａ 

■多様な主体の協働による社会システムの脱炭素化 

 

浜中町霧多布岬など、採算の悪い「レンタサイクル事業」

が次々と廃止されているので、赤字経営の「レンタサイクル

事業」には、道から助成金を交付すべきである。 

広域分散型の地域特性を有する本道においては、全国

と比較して運輸部門におけるエネルギー消費量や温室効

果ガス排出量のウェイトが高いことから、環境に配慮した

公共交通の利用や自転車・徒歩による移動について普及

啓発を行うなど、自動車依存型のライフスタイル・ビジネス

スタイルからの転換を促進しています。 

 なお、道では、公共交通とレンタサイクルの活用など自転

車と他の交通手段を複合的に活用したサイクルルートの検

討・整備などに取り組むこととしております。 

 御意見については、今後の参考とさせていただきます。 

 

 Ｃ 

■人々が互いに尊重しあう社会づくり 

 

アイヌ対策では「先住権回復」が欠落している。国いいな

りに「未来志向」を掲げるのは、過去と歴史を反省せず非

人間的な抑圧、収奪、強制移住を免罪する。国連宣言に基

づく先住権回復の実現を掲げること。また各種ヘイトスピー

チ規制をあげること。 

偏見や差別がなく、アイヌの人たちの民族としての誇り

が尊重され、全ての道民が相互に尊重し合う社会を実現し

ていくため、幅広い理解促進と知識の共有に向け、教育の

充実を図るとともに、様々な機会を通じ、正しい理解の促

進に向けた普及啓発を強化していきます。 

 Ｄ 

■潜在力のフル発揮で地域の経済・社会を支える農業・農

村づくり 

 

スマート農業はあるが、本道農業の根幹をなす「家族農

業」は無い。国連家族年１０年なのに一言の言及もない。新

規就農６７０人では全く足りぬ、せめてその２倍化は欠かせ

ない。 

「家族農業」は、御意見のとおり、本道農業の根幹をな

し、農業生産や地域コミュニティの維持に重要な役割を果

たしており、本文中では「家族経営体」の表現で記述してお

ります。 

また、御指摘のありました国連の「家族農業の１０年」に

ついてですが、本文中では、「多様な農業経営体がその力

をフル発揮できるよう」、技術の開発・普及や生産基盤の整

備を進めるとともに、新規就農者の育成・確保や家族経営

体を支える営農支援組織の育成・強化、女性農業者等が

活躍できる環境づくり、「農業・農村の所得の確保」を図る

ための需要に応じた農畜産物の生産拡大や新たな需要の

創出、国内外の需要を取り込む農業の高付加価値化に取

り組むことを記述しており、家族農業に係る施策の推進を

求める「家族農業の１０年」の考え方が含まれていると考え

ております。 

新規就農者数の目標値についてですが、設定に当たっ

ては社会情勢の変化なども考慮する必要があり、今回農

家戸数の動向や今後の施策の効果等も踏まえた試算を行

い、その結果算出した数値は現状に合ったものと捉えてい

ることから、御意見は今後の参考とさせていただきます。 

 Ｃ 
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第４章 政策展開の基本方向 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

■潜在力のフル発揮で地域の経済・社会を支える農業・農
村づくり 

 

生きることは食べることであり、食は次代を担う健全な子
どもたちを育む元となる。安全・安心な食の生産は、その基
本となる。「食料自給率の向上」も「収益性の高い農協経
営」も「安全・安心な食」の上に成り立つものである。その一
翼を担うのは「有機農業の拡大」であり、それが北海道の
優位性を活かした「ブランド力の強化」につながる。北海道

有機農業推進計画(第３次)では「環境保全型農業を先導し
消費者ニーズに応える有機農業を、本道農業の持続的発
展を図る上で重要な農業形態の一つとして一層の推進を
図る」と位置付けている。農水省が５月に公表した「みどり
の食料システム戦略」でも有機農業の面積を全耕地の２５
％にあたる１００万haに拡大し、科学肥料の使用料を３０％
削減することを打ち出した。北海道ブランドの強化策の一
つとして、有機農業の拡大を明記すべきである。その際
は、学校給食への活用を進め、安全・安心な食を子供たち
に提供するとともに、買取により有機農業の支援を図りた
い。 

御意見の趣旨を踏まえ、「クリーン農業・有機農業などの

環境保全型農業の取組を推進します」の文章を追記しま

す。 

 

 Ａ 

■潜在力のフル発揮で地域の経済・社会を支える農業・農

村づくり 

 

安全・安心な食づくり、その中核として「有機農業の拡

大」を強く打ち出してほしい。北広島消費者協会は、北広島

市有機農業研究会と協力し、有機米を生産してもらい３３年

になる。土づくりから始めた努力が実り、今でホタルが住む

豊かな農地となった。毎年、長沼町の環境保全型農業や、

栗山町の植物育種研究所など各地の取り組みを研修し、

農業応援団として活動してきた。農水省の有機農業セミナ

ーでは、消費者側のパネリストとして参加し、「有機栽培

は、価格が高いとの印象があるが、行政を含めもっと情報

発信に努め、有機農業への理解を広める努力を重ねてほ

しい」と訴えた。 

 農家側には、有機農業を始めたくても助成金のハードル

が高く、参入しやすい枠組みを求める声が強い。既存の有

機農家には、海外に目を向け意欲的に取り組んでいるとこ

ろもある。まさに「北海道ブランド」の強化につながるもので

あり、長期的な支援が必要である。 

御意見の趣旨を踏まえ、「クリーン農業・有機農業などの

環境保全型農業の取組を推進します」の文章を追記しま

す。 

 

 Ａ 
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第４章 政策展開の基本方向 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

（６）道民をはじめ国内、そして世界中から愛される「観光立

国北海道」の実現 

  

行政が「富裕層向けの商品・サービスを充実させる」必

要は無い。そんな予算が有るなら、道民の税金なのだか

ら、車椅子や松葉杖・義足・聴覚障碍者の方々が、安心し

て観光出来る様に、観光地のバリアフリー化を進める予算

に廻すべきである。 

 

網走駅など、特急の始発終着駅なのに、2 番 3 番ホーム

に、エレベーターもエスカレーターも無いではないか。 

～中略～ 

森駅の函館方面の上りホームは跨線橋を渡る必要があ

り、階段昇降機を使用するため、移動にお時間がかかりま

す。（階段昇降機所要時間：30分程度） 

 

加えて、道内の JR主要駅の大半には、未だにホーム柵

すら付いておらず、視覚障碍者が転落するリスクが放置さ

れている。 

富裕層への便宜よりも、視覚障碍者の方々の命を守る事

を、最優先させるべきで、行政の担当者として、当然の責

任である。 

北海道総合政策部計画局計画推進課の職員は、金持ちに

胡麻を擦り、媚び諂う政策しか思いつかないのか？ 

経営難の JR 北海道に任せて居たのでは、バリアフリー化

は遅れるだけ。道の予算で駅ホームのバリアフリー化を進

めなくては、道民をはじめ国内、そして世界中から見下され

る「観光後退国北海道」のまま放置されよう。 

本文中にもありますように総合計画では「多様なツーリ

ズム」を推進することとしており、この中には、例えば、「高

齢者や障がいのある方に配慮したバリアフリー観光」、「ム

スリム・ベジタリアン等にも対応した食のユニバーサル

化」、「自然や文化、人々との交流を楽しむグリーン・ツーリ

ズム」など様々な観光を想定しております。 

総合計画は「ビジョン型の計画」であり、具体的な取組に

ついては、別に策定する分野別の計画などにより推進する

こととしておりますので、本文中では「多様なツーリズム」と

整理しております。 

なお、道では、行政機関や観光関連事業者など、観光に

携わる関係者がそれぞれの役割を認識した上で、連携・協

働しながら、バリアフリー観光の振興を図ることとしており

ます。 

 B 

■「観光立国北海道」の再構築 

 

札幌市ではＭＩＣＥ誘致の見直しで、ＭＩＣＥ施設建設計画

が中断している。 

賭博場でしかない IR施設の誘致は、反社の国際マフィア

が、マネーロンダリングに利用してしまうし、周辺地域の治

安の悪化と、違法薬物の蔓延化が懸念されるので、ＩＲコン

セプトの構築など、社会悪でしかなく、必要ない。 

ＩＲについては、「新たなインバウンド等の取込方策の一

つとして検討を進める」と記載しています。 

今後の検討に当たっては、御意見のような懸念の声が

あることにも留意してまいります。 

 

 C 
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第４章 政策展開の基本方向 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

■「観光立国北海道」の再構築 
 
５６ページに「北海道らしい IRコンセプトを構築する」とあ

る。IR(IntegratedResort)とは、「統合型リゾート」と訳される
が、実態はカジノを中核とした複合型施設であり、本総合
計画には初めて登場する。ギャンブル依存症の懸念から
道民世論には、カジノ事業に根強い抵抗感がある。 

 2019年１１月に知事は、IR誘致の見送りを表明した。昨
年３月に北海道ギャンブル依存症対策推進計画が策定さ

れたが、それはギャンブル依存症対策に効果を上げ、IRに
対する道民世論の理解は得られたのか。その検証なく、
「輝きつづける北海道」を副題に掲げる本計画に「IR」を盛り
込むことに強く反対する。 
 コロナ禍により、北海道観光が大きな痛手を負ったのは
事実ながら、今この時に「新たなインバウンド等の取組方
策の一つ」として道民世論が分かれる IR事業を盛り込むこ
とは、心ある観光事業者にとっても不快であろう。IRに関し
ては、汚職事件が摘発され、選定が有力視されていた横浜
市でも「誘致見送り」の声が高まっている。IRの記載は削除
と考える。 

ＩＲについては、「新たなインバウンド等の取込方策の一

つとして検討を進める」と記載しています。 

今後の検討に当たっては、御意見のような懸念の声が

あることにも留意してまいります。 

 

 C 

■「観光立国北海道」の再構築 

 

IRは、北海道に必要なく、記載は削除してほしい。 

北広島市は 2018 年６月に、IR 誘致はしないことを宣言し

た。北海道らしい「観光立国」は大自然を生かすことであ

り、ギャンブル依存症の心配がある IR は北海道に必要な

い。 

ＩＲについては、「新たなインバウンド等の取込方策の一

つとして検討を進める」と記載しています。 

今後の検討に当たっては、御意見のような懸念の声が

あることにも留意してまいります。 

 Ｃ 

■良質で安定的な雇用の場づくりと産業人材の育成・確保 

 

雇用についても、まともな雇用の場づくりが欠落してい

る。非正規の若者は結婚も出産・子育ても難しい。東京の

ように非正規を正規化する目標を持ち対策事業を行うこ

と。非正規率をせめて二割に半減させ、人間らしい労働を

唱うべき。 

御意見の趣旨である「雇用の場づくり」については、道と

しても重要と考えております。 

このことから、現行計画の第４章の「２ 経済・産業」の

「（７）良質で安定的な雇用の場づくりと産業人材の育成・確

保」において、非正規雇用の正規化促進を含め、「雇用の

場づくり」関連の取組について、記載させていただいており

ます。 

 Ｂ 

■雇用の受け皿づくりと産業人材の育成・確保  

 

「道外・海外からの人材誘致」を記載しているが、令和２

年９月に総務省自治行政局がまとめた「地域における多文

化共生推進プラン」では、家族を含めた外国人住民の受け

入れに当たって、助け合いを充実するための環境整備や、

行政・生活情報の多言語化、日本語教育の推進などがうた

われている。災害対応の充実も必要となろう。多文化共生

の充実と、その配慮を、さらに深めるべきと考える。 

御意見の趣旨である「多文化共生の充実」及び「災害対

応への配慮」については、道としても重要と考えておりま

す。 

このことから、現行計画の第４章の「３ 人・地域」の「（６）

連携・協働・交流による未来に向けた地域づくり」の「国際

交流と多文化共生の推進」において、「多文化共生の充

実」関連の取組について、記載させていただいておりま

す。 

また、同様に、現行計画の第４章の「１生活・安心」の

「（６）安全・安心な生活の基礎となる防災体制の確立」の

「災害に強い地域づくりの推進」において、「災害対応への

配慮」関連の取組について、記載させていただいておりま

す。 

 B 
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第４章 政策展開の基本方向 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

■雇用の受け皿づくりと産業人材の育成・確保 

 

「第４章 政策展開の基本方向【２ 経済・産業】雇用の受

け皿づくりと産業人材の育成・確保の○職業高校における

最先端の職業教育を行う「スマート専門学校」の実現に向

け、デジタル化対応産業教育設備を整備するとともに、最

先端の職業人育成システムを構築し、地域産業を支える職

業人の育成を推進します。」という文言について、「デジタ

ル化対応産業教育設備を各学校に整備する」ということを

強く要望します。 

 現在は、情報処理教育センターから提供されています

が、学校にニーズを無視した内容です。だから管理職から

使えといわれても使っていません。正直こんな設備は、ど

のくらい使われているのか疑問ですし、どの程度の予算が

かかっているのでしょうか？ 

 デジタル化対応産業教育設備は、情報処理教育センター

に整備するのではなく、学校の要望を聞いて、学校に整備

してほしいです。 

 合わせて、１人１台端末の持ち込みが始まると学校のコ

ンピュータをなくすという噂が流れています。コロナで財政

が逼迫して経費削減したいことは理解できますが、コンピュ

ータは、子供たちには必要です。いっそのこと情報処理教

育センターをなくして、その分の予算でコンピュータ教室の

充実を図るなど、無駄なところに予算をかけなくてもよいと

思います。 

デジタル化対応産業教育設備整備事業費は、工業、商

業といった専門高校におけるデジタル化に対応した設備を

整備する事業であり、整備に当たっては、各専門高校から

要望のあった設備を計上しているところです。 

予算の効率的執行についての御意見として、今後の参

考とさせていただきます。 

 Ｃ 

■地域で互いに支え合うまちづくりの推進 

  

情報通信技術(ICT)の進展は、歓迎すべきだが、一方

で、高齢者をはじめその恩恵を享受できない人々も多い。

北海道は本年度、高齢者同士がタブレット端末の画面越し

に会話などができる新たな交流モデル事業に着手する。７

３ページに記載する「だれ一人取り残さないデジタル化の

推進」を、より安心できる施策として道民に理解してもらうに

は、ICT弱者、とりわけ高齢者への配慮を明確化すべきと

考える 

御意見の趣旨を踏まえ、「地域におけるＩＣＴ学習機会を

創出する」の文章を追記します。 

また、取組の推進に当たっては頂いたご意見も参考に

進めさせて頂きます。 

 

 Ａ 

■社会のあらゆる分野で女性の力が発揮できる環境づくり 

 

ジェンダー平等の目標として対策を明示すべきである。

「女性の力」発揮があるのみ、男女平等も各種ハラスメント

防止もない。ＳＤＧｓ第５目標の全面実現プログラムを策定

すること。男女格差の是正、「生理の貧困」対策を。 

いまだ男女平等とはいえない状況にあることから、女性

への支援や活躍を応援していくという方向性を示したもの

であり、その旨追記しました。 

また、ＳＤＧｓ第５（ジェンダー平等の実現）目標に沿うも

のとして、第３次北海道男女平等参画基本計画を策定し、

「Ⅰ男女平等参画の実現に向けた意識の変革」、「Ⅱ男女

が共に活躍できる環境づくり」、「Ⅲ安心して暮らせる社会

の実現」の３つの柱を掲げ、ジェンダー平等の実現に向け

取り組んでおります。 

 Ａ 
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第４章 政策展開の基本方向 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方 

■北海道独自の歴史・文化の発信と次代への継承 

 

アイヌの人々は、長く差別や偏見に苦しんできた。それ

は、過ぎ去った遠い昔の話ではなく、つい最近もテレビで

信じられない「事件」が起きた。６５ページには「アイヌの人

たちの歴史や文化に関する理解の促進に取り組みます」と

あるが、北海道の未来を示す総合計画であるならば、差別

や偏見の事実を直視したうえで、もっと踏み込んだ表現を

期待する。 

御意見の趣旨を踏まえ、「アイヌの人たちの歴史や文化

に関する正しい理解の促進に取り組みます」と「正しい」を

追記します。 

 Ａ 

■地域の可能性を広げるデジタル・トランスフォーメーショ

ンの推進 

 

高齢者には、大変な時代になった。アクティブシニアと呼

ばれ、「私はデジタルに詳しい」と思う人ほど、ネット型の悪

質商法にだまされる。デジタル化を推進するならば、高齢

者が気軽に学習できる場を多く提供できるようにすべきで

あり、取り残されることを心配する高齢者への配慮を明記

してほしい。 

御意見の趣旨を踏まえ、「地域におけるＩＣＴ学習機会を

創出する」の文章を追記します。 

また、取組の推進に当たっては頂いたご意見も参考に

進めさせて頂きます。 

 

 Ａ 

 

 

 

※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 
 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 案に取り入れなかったもの 

Ｅ 案の内容についての質問等 

 

 
   

 
〈問い合わせ先〉 
北海道総合政策部計画局計画推進課 

電話（直通）：011-204-5630 

 


